
令和4年1月19日

第1回 日南町議会臨時会議案

日 南 町
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議案第1号 

 

 

工事請負契約の変更について（林道船通山線落石対策工事（２工区）） 

 

 

 次のとおり、工事請負契約を変更することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項

の規定により、本議会の議決を求める｡ 

 

 

令和4年1月19日提出 

 

 

                           日南町長 中村 英明 

 

 

 

 

 

1. 工 事 名    林道船通山線落石対策工事（２工区）  

 

 

 

2. 変更契約の金額    契約金額「48,562,800円」を「52,919,900円」とする。 

          （変更による増額4,357,100円、消費税込み） 

 

 

3． 契 約 の 相 手 方   鳥取県日野郡日南町湯河469番地 

有限会社坪倉組 

             代表取締役 坪倉 一夫 

 

2



 

 

 

議案第2号 

 

 

日南町税条例の一部改正について 

 

 

次のとおり、日南町税条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第

96条第 1項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

 

令和 4年 1月 19日提出 

 

 

                           日南町長  中村 英明 

 

 

日南町税条例の一部を改正する条例 

 

 

日南町税条例（昭和 45年条例第 30号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

第34条の7 (略) 

2・3 (略) 

4   法第314条の7第1項第4号の条例で定める住民の

福祉の増進に寄与する寄付金は、鳥取県税条例

（平成13年鳥取県条例第10号）第24条の4第4項

に規定する寄付金のうち、次の表に掲げる法人

に対する同表の右欄に定める期間内に支出され

た寄付金とする。 

 

名称 
主たる事務所

の所在地 
期間 

 略 

特定非営利活

動法人グリー

ンツーリズム

もちがせ 

鳥取市用瀬町

屋住 278番地 

令和元年 8月 1日

から 

令和 6年 7月 31日

まで 

特定非営利活

動法人未来 

倉吉市東仲町 2

571番地 

令和 3年 11月 1日

から 

令和 8年 10月 31

日まで 

第34条の7 (略) 

2・3 (略) 

4   法第314条の7第1項第4号の条例で定める住民の

福祉の増進に寄与する寄付金は、鳥取県税条例

（平成13年鳥取県条例第10号）第24条の4第4項

に規定する寄付金のうち、次の表に掲げる法人

に対する同表の右欄に定める期間内に支出され

た寄付金とする。 

 
 

名称 
主たる事務所

の所在地 
期間 

 略 

特定非営利活

動法人グリー

ンツーリズム

もちがせ 

鳥取市用瀬町

屋住 278番地 

令和元年 8月 1日

から 

令和 6年 7月 31日

まで 

備考 改正部分は、下線の部分及び太枠で囲まれた部分である。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第3号 

 

 

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について 

 

 

次のとおり、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正することについて、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

 

令和4年1月19日提出 

 

 

日南町長  中村 英明 

 

 

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

 

 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例（昭和47年条例第25号）の一部を次のように改

正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

(目的) 

第１条 この条例は、過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法(令和3年法律第19

号。以下「法」という。)第8条第１項に規定

する過疎地域持続的発展市町村計画であって

本町が定めるもの（以下「持続的発展計画」

という。）に記載された産業振興促進区域

（同条第4項第１号に規定する産業振興促進

区域をいう。以下同じ。）内において、持続

的発展計画において振興すべき業種として定

められた製造業、情報サービス業等、農林水

産物等販売業（法第23条に規定する農林水産

物等販売業をいう。以下同じ。）又は旅館業

（下宿営業を除く。以下同じ。）の用に供す

る設備の取得等（取得又は製作若しくは建設

をいい、建物及びその附属設備にあっては改

修（増築、改築、修繕又は模様替をいう。）

のための工事による取得又は建設を含む。以

下同じ。）をした者に係る固定資産税の課税

免除について必要な事項を定め、もって町内

産業の活性化を図ることを目的とする。 

(課税免除) 

第2条 過疎地域内において、租税特別措置法

(昭和32年法律第26号)第12条第3項又は第45

条第2項の規定の適用を受けるものであっ

て、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区

分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの

（以下「特別償却設備」という。）の取得等

（租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43

号）第28条の9第10項に規定する資本金の額

等（以下「資本金の額等」という。）が

5,000万円を超える法人が行うものにあって

は、新設又は増設に限る。）をした者が所有

する当該特別償却設備である家屋及び償却資

(目的) 

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法(令和3年法律第19

号。以下「法」という。)第2条第1項に規定

する過疎地域(以下「過疎地域」という。)内

において製造の事業、情報通信技術利用事業

若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供

する設備を新設し、又は増設        

                      

                         

                        

                       

                       

                       

                       

                        

                      

                         

             した者に係る固定資産税の課税

免除について必要な事項を定め、もって町内

産業の活性化を図ることを目的とする。 

(課税免除) 

第2条 過疎地域内において、租税特別措置法

(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45

条第1項の規定の適用を受ける設備(以下「設

備」という。)を新設し、又は増設した者に

課する当該設備を構成する家屋及び償却資産

並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第

2項の規定による公示の日以後において取得

したものに限り、                        
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産並びに当該家屋の敷地の用に供する土地

（公示の日以後において取得したものに限

り、かつ、土地についてはその取得の日の翌

日から起算して1年以内に当該土地を敷地と

する当該家屋の建設の着手があった場合にお

ける当該土地に限る。)に対する固定資産税

については、新たに固定資産税を課すること

となった年度以降3年度間の各年度において

課する固定資産税に限り、地方税法(昭和25

年法律第226号)第6条第1項の規定により固定

資産税を課さない。 

(1) 製造業又は旅館業 500万円（資本金の

額等が5,000万円を超え１億円以下である

法人が行うものにあっては1,000万円と

し、資本金の額等が１億円を超える法人が

行うものにあっては2,000万円とする。） 

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販

売業 500万円 

                                         

                                         

    かつ、土地についてはその取得の日の翌

日から起算して1年以内に当該土地を敷地と

する当該家屋の建設の着手があった場合にお

ける当該土地に限る。)に対する固定資産税

については、新たに固定資産税を課すること

となった年度以降3年度間の各年度において

課する固定資産税に限り、地方税法(昭和25

年法律第226号)第6条第1項の規定により固定

資産税を課さない。 

 (新設) 

 

 

 

 

 (新設) 

備考 改正部分は下線の部分である。 

 

附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条

例第2条に規定する家屋及び償却資産を新設し、または増設したものに係る固定資産税の課税免除に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第4号

令和3年度日南町一般会計補正予算（第7号）

令和3年度日南町の一般会計補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ294,077千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,287,978千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」
による。

令和4年1月19日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明
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歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

14 国庫支出金 620,975 102,243 723,218

2 国庫補助金 392,011 102,243 494,254

15 県支出金 1,067,700 144,000 1,211,700

2 県補助金 872,563 70,000 942,563

3 委託金 99,306 74,000 173,306

18 繰入金 220,318 47,834 268,152

2 基金繰入金 220,318 47,834 268,152

歳               入               合               計 6,993,901 294,077 7,287,978

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正
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歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

2 総務費 1,106,850 82,234 1,189,084

1 総務管理費 1,005,568 82,234 1,087,802

3 民生費 1,137,058 19,843 1,156,901

1 社会福祉費 766,872 19,843 786,715

6 農林水産業費 1,511,527 70,000 1,581,527

2 林業費 568,407 70,000 638,407

8 土木費 527,457 122,000 649,457

2 道路橋梁費 479,857 122,000 601,857

歳               出               合               計 6,993,901 294,077 7,287,978

2  (一般会計)

8



1

9



令和3年度日南町一般会計補正予算（第7号）に関する説明書
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１　総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

14 国庫支出金 620,975 102,243 723,218

15 県支出金 1,067,700 144,000 1,211,700

18 繰入金 220,318 47,834 268,152

　　　　 歳          入          合          計 6,993,901 294,077 7,287,978

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書
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（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

2 総務費 1,106,850 82,234 1,189,084 82,234

3 民生費 1,137,058 19,843 1,156,901 20,009 △166

6 農林水産業費 1,511,527 70,000 1,581,527 70,000

8 土木費 527,457 122,000 649,457 74,000 48,000

 歳     出     合     計 6,993,901 294,077 7,287,978 246,243 47,834

一 般 財 源

2  (一般会計)

12



２　歳　入

（款） 14  国庫支出金                              （項） 2  国庫補助金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

  3 民生費国庫補助金 32,954 102,243 135,197   1 社会福祉費補助金 102,243 住民税非課税世帯等臨時特別給付金

給付事業費補助金 80,000

住民税非課税世帯等臨時特別給付事

務費補助金 2,234

子育て世帯臨時特別給付金給付事業

費補助金 19,750

子育て世帯臨時特別給付金給付事務

費補助金 259

　 　　計 392,011 102,243 494,254

（款） 15  県支出金                                （項） 2  県補助金

  6 農林水産業費県補助金 694,192 70,000 764,192   2 林業費補助金 70,000 木材産業競争力強化対策事業費補助

金 70,000

　 　　計 872,563 70,000 942,563

（款） 15  県支出金                                （項） 3  委託金

  8 土木費委託金 80,678 74,000 154,678   2 道路橋梁費委託金 74,000 県道除雪委託金 74,000

　 　　計 99,306 74,000 173,306

（款） 18  繰入金                                  （項） 2  基金繰入金

  1 財政調整基金繰入金 26,756 47,834 74,590   1 財政調整基金繰入金 47,834 財政調整基金繰入金 47,834

　 　　計 220,318 47,834 268,152

3  (一般会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明
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３　歳　出

（款） 2  総務費                                   （項） 1  総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 一般管理費 277,799 82,234 360,033 82,234   3 職員手当等 100 一般管理事務 82,234  

 10 需用費 70

 11 役務費 631

 12 委託料 1,403

 13 使用料及び賃 30

借料

 19 扶助費 80,000

　計 1,005,568 82,234 1,087,802 82,234

（款） 3  民生費                                   （項） 1  社会福祉費

  1 社会福祉総 372,493 19,843 392,336 20,009 △166  10 需用費 4 民生一般管理事務（福祉保健課） 19,843  

務費  11 役務費 73

 13 使用料及び賃 16

借料

 19 扶助費 19,750

　計 766,872 19,843 786,715 20,009 △166

節

一般財源

4  (一般会計)
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（款） 6  農林水産業費                             （項） 2  林業費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 林業総務費 48,960 70,000 118,960 70,000  18 負担金補助及 70,000 林業一般管理事務 70,000  

び交付金

　計 568,407 70,000 638,407 70,000

（款） 8  土木費                                   （項） 2  道路橋梁費

  2 道路維持費 276,843 122,000 398,843 74,000 48,000  12 委託料 122,000 道路維持管理事業 122,000  

　計 479,857 122,000 601,857 74,000 48,000

5  (一般会計)

節

一般財源
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・・・ 1

・・・ 1

・・・ 2

・・・ 3

・・・ 3

総 務 課

福 祉 保 健 課

農 林 課

建 設 課

一 般 会 計

令和４年１月　日南町議会臨時会

補正予算説明附属資料
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02 款　総　務　費

01 項　総務管理費 総　務　課

01 目　一般管理費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 273,595 0 500 245 272,850

補　正　額 82,234 82,234 0 0 0

補正後の額 355,829 82,234 500 245 272,850

○ 事業説明

○ 執行経費

　職員手当等（時間外勤務手当） 100 千円

70 千円

　役務費（振込手数料、郵券料） 631 千円

　委託料（給付金システム改修費） 1,403 千円

　使用料及び賃借料（コピー機使用料） 30 千円

　扶助費（給付金） 80,000 千円

○ 財　　源

（国）住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 10/10 82,234 千円

　　　（事業費分：80,000千円　事務費分：2,234千円）

1001 一般管理事務

【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業】

　令和3年度国の補正予算による新たな経済対策として、新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化する中で、生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して1世帯に
つき10万円を現金給付するもの。

（対象見込）
・住民税非課税世帯　770世帯
・家計急変世帯　　　 30世帯

　需用費（消耗品費等）

令和3年度一般会計補正予算(第7号)説明資料

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

－1－
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令和3年度一般会計補正予算(第7号)説明資料

03 款　民　生　費

福祉保健課

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 41,797 23,698 0 780 17,319

補　正　額 19,843 20,009 0 0 △ 166

補正後の額 61,640 43,707 0 780 17,153

○ 事業説明

○ 執行経費

　需用費（コピー用紙代） 4 千円

　役務費（振込手数料、郵券料）　　 73 千円

　使用料（コピー機使用料） 16 千円

19,750 千円

○ 財　　源

20,009 千円

備　考

1270 民生一般管理事務
　　（福祉保健課）

【子育て世帯に対する臨時特別給付金給付事業（2回目）】

　コロナウイルスの感染症の経済的影響への更なる支援として、子育て世帯の生活を支援するため、高
校以下の子ども1人当り50,000円を追加給付として現金支給する。国の基本給付基準では、令和3年9月
分の児童手当の支給を受けている者、9月30日時点で高校生相当年齢（平成15年4月2日～平成18年4月1
日生まれまで）の児童を養育する者、令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育する者が対象とな
る。

　扶助費（給付金）

（国）子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 10/10

　　　（事業費分：19,750千円　事務費分：259千円）

01 項　社会福祉費

01 目　社会福祉総務費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

－2－
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06 款　農林水産業費 

農 林 課

01 目　林業総務費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 48,960 2,375 30,000 0 16,585

補　正　額 70,000 70,000 0 0 0

補正後の額 118,960 72,375 30,000 0 16,585

○ 事業説明

○ 執行経費

　負担金補助及び交付金 70,000 千円

○ 財　　源

（県）木材産業競争力強化対策事業費補助金 70,000 千円

08 款　土　木　費

02 項　道路橋梁費 建　設　課

02 目　道路維持費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 276,843 94,234 39,100 2,775 140,734

補　正　額 122,000 74,000 0 0 48,000

補正後の額 398,843 168,234 39,100 2,775 188,734

○ 事業説明

○ 執行経費

　委託料 町道除雪委託料 48,000 千円

　実施見込額98,000千円-既計上額50,000千円

県道除雪委託料 74,000 千円

　実施見込額154,000千円-既計上額80,000千円

○ 財　　源

（県）県道除雪委託料 74,000 千円

1118 道路維持管理事業

　町道・生活道及び県道除雪委託の実施見込みに伴い増額する。

1176　林業一般管理事務

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

　輸入木材製品の供給が不安定なため、地域のプレカット事業者や建設事業者等より地域材による構造
材や造作材の代替需要が強く求められている。㈱オロチの既存の単板接着機械の処理能力では、これら
の需要への対応がままならない状況が見られるため、単板接着機械の入替を図り製品の供給力増大に支
援する。

　事業主体　㈱オロチ
　事業内容　単板接着機械スカーフコンポーザーの更新　1台
　事 業 費　140,000千円(税抜き)
　事 業 名　木材産業競争力強化対策事業（補助率　1/2以内）

02 項　林　業　費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考
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議 員 派 遣 の 件 

 

令和４年１月１９日 

 

本議会は、地方自治法第１００条第１３項及び日南町議会会議規則第１２７条の規

定により、次のとおり議員を派遣するものとする。 

 

１．町村議会議員特別セミナー（オンライン研修） 

（１） 目  的  議員の能力向上、議会の活性化 

（２） 派遣場所  日南町内 

（３） 期  日  １月２４日～１月２５日（２日間） 

（４） 派遣議員  岩﨑昭男議員、櫃田洋一議員、久代安敏議員、荒木 博 議員、 

          古都勝人議員、岡本健三議員 

 

２．地方議会セミナー（オンライン研修） 

（１） 目  的  議員の能力向上、議会の活性化 

（２） 派遣場所  日南町内 

（３） 期  日  １月２６日 

（４） 派遣議員  坪倉勝幸議員 
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